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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転支援対象車両として特定された他車両と自車両との衝突発生の可能性を判定する衝
突可能性判定手段と、前記衝突可能性判定手段の判定結果に基づいて情報提供を行う情報
提供手段とを備える運転支援装置であって、
　前記自車両の走行状態に関する自車走行情報と、前記自車両が走行している道路に関す
る自車道路情報とを取得する自車情報取得手段と、
　前記他車両の走行状態に関する他車走行情報と、前記他車両が走行している道路に関す
る他車道路情報とを取得する他車情報取得手段と、
　前記他車両の車種を特定する他車車種情報を取得する他車車種情報取得手段と、
　前記他車車種情報に関連付けられ前記他車両の経路に影響を与える関連情報を取得する
関連情報取得手段と、
　前記自車走行情報と、前記自車道路情報と、前記他車走行情報と、前記他車道路情報と
、前記関連情報とに基づいて前記他車両が前記自車両に接近する可能性を判定する第１の
判定手段と、
　前記第１の判定手段の判定結果に基づいて、前記他車両を前記運転支援対象車両として
特定するか否かを判定する第２の判定手段と、を備え、
　前記他車両は、前記自車両と異なる方向に走行しており、
　前記関連情報取得手段は、前記自車両の走行経路の後方に位置する施設の情報を取得し
、
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　前記第１の判定手段は、前記自車両の後方に前記他車両が立ち寄る確率が高い施設があ
るか否かに基づいて、前記他車両が前記自車両に接近する可能性を判定する、
　ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記他車両は電気自動車であり、
　前記他車両情報取得手段は、前記他車両において電池残量警告動作がなされているか否
かの情報を取得し、
　前記関連情報取得手段は、前記自車両の走行経路の後方に充電スタンドがあるか否かの
情報を取得し、
　前記第１の判定手段は、前記他車両において電池残量警告動作がなされ、かつ前記自車
両の走行経路の後方に充電スタンドがある場合に、前記他車両が前記自車両に接近する可
能性が高いと判定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両の運転支援を行う運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　他車両と自車両との衝突発生の可能性を判定し、その判定結果に基づいて衝突の可能性
を警告する情報を運転者に提供する運転支援装置が提供されている。
　他車両と自車両との衝突発生の可能性を判定する運転支援装置として、以下のようなも
のが提案されている（特許文献１参照）。
　すなわち、自車両の進路前方の交差点情報を算出する。
　次いで、車車間通信で得た他車から得た他車情報に基づいて他車両の位置および進行方
向の各情報を算出し、それら各情報から他車両の進路方向前方の交差点情報を算出する。
　そして、自車両の交差点情報および他車両の交差点情報に基づいて自車両の進路上の交
差点と、他車両の進路上の交差点とが一致しない他車を除外し、残りの他車両を衝突可能
性がある、すなわち、自車両の運転支援の対象とすべき他車両として特定し、この特定し
た他車両について衝突の可能性を判定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３２３１８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、車車間通信で他車情報が得られる全ての他車両につ
いて交差点情報を算出し、それら他車両の交差点情報に基づいて交差点の一致、不一致を
判定することから、他車両の数が増えるほど、運転支援装置の負荷が高くなり、運転支援
装置に高い処理能力が要求される。
　また、交差点情報のみに基づいて交差点の一致、不一致を判定することから、その判定
結果が外れる場合も少なくない。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、要求される処理
能力の低減を図りつつ、運転支援対象とする他車両を的確に特定することができる運転支
援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、運転支援対象車両として特定された他車両と自
車両との衝突発生の可能性を判定する衝突可能性判定手段と、前記衝突可能性判定手段の
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判定結果に基づいて情報提供を行う情報提供手段とを備える運転支援装置であって、前記
自車両の走行状態に関する自車走行情報と、前記自車両が走行している道路に関する自車
道路情報とを取得する自車情報取得手段と、前記他車両の走行状態に関する他車走行情報
と、前記他車両が走行している道路に関する他車道路情報とを取得する他車情報取得手段
と、前記他車両の車種を特定する他車車種情報を取得する他車車種情報取得手段と、前記
他車車種情報に関連付けられ前記他車両の経路に影響を与える関連情報を取得する関連情
報取得手段と、前記自車走行情報と、前記自車道路情報と、前記他車走行情報と、前記他
車道路情報と、前記関連情報とに基づいて前記他車両が前記自車両に接近する可能性を判
定する第１の判定手段と、前記第１の判定手段の判定結果に基づいて、前記他車両を前記
運転支援対象車両として特定するか否かを判定する第２の判定手段と、を備え、前記他車
両は、前記自車両と異なる方向に走行しており、前記関連情報取得手段は、前記自車両の
走行経路の後方に位置する施設の情報を取得し、前記第１の判定手段は、前記自車両の後
方に前記他車両が立ち寄る確率が高い施設があるか否かに基づいて、前記他車両が前記自
車両に接近する可能性を判定する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、自車走行情報、自車道路情報、他車走行情報、他車道路情報に加えて
、他車両の経路に影響を与える関連情報に基づいて、他車両が自車両に接近する可能性を
判定し、その判定結果に基づいて、他車両を運転支援対象車両として特定するか否かを判
定するようにした。したがって、自車両に接近する可能性がない他車両を運転支援対象車
両から除外することにより、要求される処理能力の低減を図ることができ、また、関連情
報を用いて判定を行うため、運転支援対象とする他車両を的確に特定することができる。
　本発明によれば、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他車道路情報と
、関連情報とに基づいて算出した重み付け点数に基づいて他車両が自車両に接近する可能
性を判定するようにしたので、運転支援対象車両の判定をより的確に行うことができる。
　本発明によれば、他車両が走行しようとしている予定経路を示す他車予定経路情報が配
信される場合は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他車道路情報と、
関連情報とに加え、他車予定経路情報に基づいて判定を行うようにしたので運転支援対象
車両の判定をより的確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態に係る運転支援装置１０の構成を示すブロック図である。
【図２】ＥＣＵ２８の機能ブロック図である。
【図３】他車両の車種が路線バスである場合における第１の判定手段３８の動作を説明す
る図である。
【図４】他車両の車種が他車両の車種が電気自動車である場合における第１の判定手段３
８の動作を説明する図である。
【図５】他車両の車種が他車両が大型車である場合における第１の判定手段３８の動作を
説明する図である。
【図６】他車両の車種が他車両が乗用車である場合における第１の判定手段３８の動作を
説明する図である。
【図７】実施の形態における運転支援装置１０の動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は本発明の実施の形態に係る運転支援装置１０の構成を示すブロック図である。
　運転支援装置１０は、自車両および他車両にそれぞれ搭載されている。
　なお、自車両と他車両とで運転支援装置を区別して説明する場合は、自車両に搭載され
た運転支援装置に符号１０Ａを付して説明し、他車両に搭載された運転支援装置に符号１
０Ｂを付して説明するものとする。
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　運転支援装置１０は、車車間通信部１２と、路車間通信部１４と、ＧＰＳ通信部１６と
、データベース１８と、表示部２０と、音声出力部２２と、操作部２４と、走行状態検出
部２６と、ＥＣＵ２８とを含んで構成されている。
【０００９】
　車車間通信部１２は、アンテナ１２０２を介して自車両の位置の周囲数百ｍの範囲内で
他車両の車車間通信部１２との間で情報の送受信を行うものである。
　自車両の車車間通信部１２は、他車両の運転支援装置１０Ｂの車車間通信部１２に対し
て、自車両の走行状態に関する自車走行情報と、自車両が走行している道路に関する自車
道路情報と、自車両の車種を特定する自車車種情報とを送信する。また、本実施の形態で
は、後述する自車予定経路情報を送信する。
　自車車種情報（他車車種情報）は、自車両（他車両）がどのような車種であるか、すな
わち、乗用車、大型車、路線バス、電気自動車などの何れの車種であるかを示す情報であ
る。
　また、自車両の車車間通信部１２は、自車両の運転支援装置１０Ａにおいて自車両が走
行しようとしている予定経路を示す自車予定経路が生成可能な場合には、この自車予定経
路を示す自車予定経路情報も他車両の車車間通信部１２に対して送信する。
　したがって、自車の車車間通信部１２は他車両の車車間通信部１２から、他車両の走行
状態に関する他車走行情報と、他車両が走行している道路に関する他車道路情報と、他車
両の車種を特定する他車車種情報とを受信する。また、本実施の形態では、後述する他車
予定経路情報を受信する。
【００１０】
　また、自車の車車間通信部１２は、他車両の運転支援装置１０Ｂにおいて他車両が走行
しようとしている予定経路を示す他車予定経路が生成可能な場合には、この他車予定経路
を示す他車予定経路情報も他車両の車車間通信部１２から受信する。
　自車走行情報（他車走行情報）は、自車両（他車両）の位置、速度、進行方向を示す情
報を含む。
　自車走行情報（他車走行情報）は、後述するようにＥＣＵ２８が、ＧＰＳ通信部１６、
走行状態検出部２６から供給された情報に基づいて生成する。
　自車車種情報（他車車種情報）は、予めＥＣＵ２８に格納（登録）されている。
【００１１】
　路車間通信部１４は、アンテナ１４０４を介して道路近傍に設けられた不図示の路側通
信装置との間で情報の送受信を行うものである。なお、路車間通信部１４と路側通信装置
との間で情報の送受信は電波を介して行うものであっても、光信号を介して行うものであ
ってもよい。
　前記情報は、路車間通信部１４が前記情報の送受信を行うサービス提供エリアにおける
交通情報を含む。
　交通情報は、図示しない外部の情報提供元から路側通信装置に提供される。
　交通情報としては、信号の点灯状態、一時停止、通行止め、大型車に対する通行規制、
路線バスの運行状況などが含まれる。
　特に、路線バスの運行状況に関わる交通情報には、現在時刻が路線バスの運行時間帯で
あるか否か、路線バスの運行されている路線バス運行経路などが含まれる。
【００１２】
　ＧＰＳ通信部１６は、複数のＧＰＳ衛星から送信される電波を受信することにより自車
位置を検出すると共に、後述するデータベース１８に格納されている地図情報上における
自車位置を特定する自車位置情報を自車両の走行状態に関する自車走行情報として生成し
ＥＣＵ２８に供給する。
【００１３】
　データベース１８は、地図情報を格納するものであり、地図情報は、地球上における位
置情報と、この位置情報に関連付けられた道路、施設、店舗の情報などを含む。道路の情
報としては、道路自体、交差点、信号、横断歩道、交通規制などのさまざまな情報を含む
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。
　データベース１８は、図１に示すように、ＥＣＵ２８と別体に構成されたハードディス
クや半導体メモリで構成されていても、あるいは、ＥＣＵ２８に含まれる記録媒体で構成
されていてもよい。
【００１４】
　表示部２０は、後述するナビゲーション手段３０の制御によりデータベース１８から読
み出された地図情報や目的地までの案内経路を表示するものである。
　また、表示部２０は、後述する情報提供手段４４により他車両と自車両との衝突を回避
するために必要な情報を表示するものである。
【００１５】
　音声出力部２２は、後述するナビゲーション手段３０の制御により目的地までの案内経
路を音声によって案内するものである。
　また、音声出力部２２は、後述する情報提供手段により他車両と自車両との衝突を回避
するために必要な情報を音声や警告音によって報知するものであり、ＥＣＵ２８から供給
される制御信号に基づいて音声信号を生成する信号生成部と、この音声信号によって駆動
されて鳴動するスピーカーとを含んで構成されている。
　操作部２４は、ＥＣＵ２８に対して操作入力を行うものであり、例えば、後述するナビ
ゲーション手段３０に対して目的地の設定を行う際に操作される。
【００１６】
　走行状態検出部２６は、自車両の走行状態に関する自車走行情報を検出するものである
。
　走行状態検出部２６として、車速を検出する車速センサ、加速度を検出する加速センサ
、ステアリングの操舵角を検出する操舵角センサなどの各種センサ、あるいは、ドライバ
によって操作される、ウインカ操作スイッチ、自動走行スイッチなどのスイッチ類などが
例示される。なお、自動走行スイッチは、レーダ等を用いて先行車を認識するとともに、
先行車との距離を一定に保持して走行するような車間距離制御装置の機能を有効、無効と
するものである。
　したがって、自車走行情報は、速度、加速度、操舵角、右折あるは左折の有無、自動走
行の有無を含む。
　また、電気自動車の場合、走行状態検出部２６は、走行用モータに電力を供給する電池
の残量が予め定められた閾値を下回ったときに電池残量警告を行う手段を含む。この場合
、自車走行情報は、残量警告の有無を含む。
【００１７】
　ＥＣＵ２８は、ＣＰＵ、制御プログラム等を格納・記憶するＲＯＭ、制御プログラムの
作動領域としてのＲＡＭ、各種データを書き換え可能に保持するＥＥＰＲＯＭ、周辺回路
等とのインターフェースをとるインターフェース部などを含んで構成される。
　ＥＣＵ２８は、車車間通信部１２、路車間通信部１４、ＧＰＳ通信部１６、データベー
ス１８、表示部２０、音声出力部２２、走行状態検出部２６とインターフェース部を介し
て接続され、それら各部との間で情報の授受を行い、各部の制御を司るものである。
　さらに、ＥＣＵ２８は、前記のＣＰＵが前記制御プログラムを実行することにより、図
２に示すように、ナビゲーション手段３０、自車情報取得手段３２、他車情報取得手段３
４、他車車種情報取得手段３５、関連情報取得手段３６、第１の判定手段３８、第２の判
定手段４０、衝突可能性判定手段４２、情報提供手段４４を実現する。
【００１８】
　ナビゲーション手段３０は、操作部２４の操作により目的地が設定されると、ＧＰＳ通
信部１６で取得された自車位置情報と、データベース１８から読み出された地図情報とに
基づいて、自車両の案内経路を算出し、この案内経路を表示部２０に表示させ、案内経路
に基づいて音声出力部２２から案内音声を出力させるものである。
　また、ナビゲーション手段３０は、この案内経路を示す自車予定経路情報を生成するも
のである。この自車予定経路情報は、他車両の運転支援装置１０では、他車予定経路情報
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として受信される。
【００１９】
　自車情報取得手段３２は、ＧＰＳ通信部１６および走行状態検出部２６で取得された自
車走行情報と、自車両が走行している道路に関する自車道路情報とを取得するものである
。
　より詳細には、自車情報取得手段３２は、ＧＰＳ通信部１６で取得された自車位置情報
と、データベース１８から読み出された地図情報とに基づいて自車両が走行している道路
に関する自車道路情報を取得する。
【００２０】
　他車情報取得手段３４は、車車間通信部１２を介して、他車両の運転支援装置１０のか
ら他車両の走行状態に関する他車走行情報と、他車両が走行している他車道路情報とを取
得するものである。
　より詳細には、他車情報取得手段３２は、車車間通信部１２を介して取得した他車走行
情報に含まれる他車位置情報と、データベース１８から読み出された地図情報とに基づい
て他車両が走行している道路に関する他車道路情報を取得する。
　他車走行情報は、自車走行情報と同様であり、他車両の運転支援装置１０のＧＰＳ通信
部１６で検出された他車位置情報および他車両の走行状態検出部２６で検出された各種の
情報を含む。
【００２１】
　他車車種情報取得手段３５は、他車両の運転支援装置から車車間通信部１２を介して他
車両の車種を特定する車種情報を取得するものである。
【００２２】
　関連情報取得手段３６は、他車車種情報に関連付けられ他車両の経路に影響を与える関
連情報を取得するものである。
　関連情報取得手段３６による関連情報の取得動作の一例として、他車車種情報が路線バ
スを示す場合について説明する。
　路線バスは、予め定められた営業時間帯に、予め定められた経路を走行するものである
。
　したがって、他車車種情報に基づいて他車両が路線バスであると特定された場合、その
路線バスの営業時間帯の情報と、路線バスの経路の情報とを関連情報として入手すれば、
自車両と他車両との接近の可能性を判定することができる。
　そこで、関連情報取得手段３６は、他車車種情報によって特定された路線バスに関連付
けられた前記の交通情報、すなわち、営業時間帯および路線バスの経路の情報を、路車間
通信部１４を介して情報提供元に対して問い合わせ、その回答を関連情報として取得する
。
【００２３】
　関連情報取得手段３６による関連情報の取得動作の他の例として、他車車種情報が電気
自動車を示す場合について説明する。
　電気自動車は、電池残量警告の報知がなされると、電池を充電する必要が生じる。
　すなわち、他車両から近い箇所に所在する充電スタンドに立ち寄る可能性が高くなる。
　したがって、他車車種情報に基づいて他車両が電気自動車であると特定された場合、電
池残量警告の報知の有無に基づいて、充電スタンドの位置を関連情報として入手すれば、
自車両と他車両との接近の可能性を判定することができる。
　そこで、関連情報取得手段３６は、他車車種情報によって特定された電気自動車に関連
付けられた充電スタンドの位置をデータベースの地図情報から関連情報として取得する。
より詳細には、関連情報取得手段３６は、ＧＰＳ通信部１６で取得した自車位置情報に基
づいてデータベース１８の地図情報から充電スタンドの情報を取得する。
　言い換えると、関連情報取得手段３６は、関連情報を、自車走行情報、自車道路情報、
他車走行情報、他車道路情報に含まれる多数の情報のうちの少なくとも１つの情報と関連
付けて取得するものである。
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【００２４】
　第１の判定手段３８は、自車情報取得手段３２により取得された自車走行情報および自
車道路情報と、他車情報取得手段３４により取得された他車走行情報および他車道路情報
と、関連情報取得手段３６により取得された関連情報とに基づいて他車両が自車両に接近
する可能性を判定するものである。
　本実施の形態では、第１の判定手段３８は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走
行情報と、他車道路情報と、関連情報とに基づいて、他車両が自車両に接近する可能性が
高いほど高くなるように重み付け点数を算出する。
【００２５】
　図３を参照して、他車両の車種が路線バスである場合について説明する。
　図３において、符号１は道路、符号２は自車両、符号４は他車両（路線バス）、符号Ｒ
０は自車経路、符号Ｒ１は路線バスの走行経路、Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３は自車経路上の交差点
を示す。
　この場合、第１の判定手段３８は、（条件１）現在時刻が路線バスの営業時間帯内であ
るか、（条件２）路線バスの走行経路Ｒ１が自車両の自車経路Ｒ０において接近しつつあ
る交差点Ｘ２を経由するかの２つの条件が成立するか否かに基づいて重み付け点数を算出
する。
　本例では、（条件１）の成立、不成立は、関連情報によって決定される。（条件２）の
成立、不成立は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他車道路情報とよ
って決定される。
　この場合、２つの条件が共に成立すれば重み付け点数を５点とし、２つの条件が共に不
成立ならば０点とする。
【００２６】
　次に、図４を参照して、他車両の車種が電気自動車である場合について説明する。
　図３において符号６は充電スタンド、符号Ｒ０は自車経路、符号Ｒ１は電気自動車の走
行経路、Ｘ４，Ｘ５は自車経路上の交差点を示す。
　この場合、第１の判定手段３８は、（条件１）他車両２において電池残量警告動作がな
されているか、（条件２）充電スタンド６が自車経路Ｒ０上の交差点Ｘ４を経由した先（
自車両２の後方）にあるかの２つの条件が成立するか否かに基づいて重み付け点数を算出
する。
　本例では、（条件１）の成立、不成立は、他車走行情報、関連情報によって決定される
。（条件２）の成立、不成立は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他
車道路情報とによって決定される。
　この場合、条件１，２が共に成立すれば重み付け点数を４点とする。これは図中２点鎖
線で示すように他車両４が充電スタンド６に立ち寄ることが高い確率で予測されるためで
ある。
　条件１、２が共に不成立、あるいは、条件１が成立し、条件２が不成立ならば重み付け
点数を０点とする。これは、充電スタンド６がないため他車両４が充電スタンド６に立ち
寄らないことが高い確率で予測されるためである。
　条件１が不成立で、条件２が成立ならば重み付け点数を２点とする。これは、他車両４
が充電スタンド６に立ち寄ることが、条件１，２が共に成立する場合に比較すると低い確
率で予測されるためである。
【００２７】
　次に、図５を参照して他車両が大型車である場合について説明する。
　この場合、第１の判定手段３８は、（条件１）他車両４４の走行経路Ｒ１が自車両２の
自車経路Ｒ０において接近しつつある交差点Ｘ２を経由するか、（条件２）交差点Ｘ２を
含む他車両の他車経路Ｒ１に大型車の通行規制がなされているかの２つの条件が成立する
か否かに基づいて重み付け点数を算出する。図中、符号Ｋは大型車の通行規制がなされて
いる範囲を示す。
　本例では、（条件１）の成立、不成立は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行
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情報と、他車道路情報とによって決定される。
　（条件２）の成立、不成立は、他車走行情報と、他車道路情報と、関連情報とによって
決定される。
　条件１、２が共に成立、あるいは、条件１、２が共に不成立、あるいは、条件１が不成
立、条件２が成立ならば重み付け点数を０点とする。これは、他車両４が交差点Ｘ２を通
らないことが高い確率で予測されるためである。
　条件１が成立、条件２が不成立ならば重み付け点数を５点とする。これは他車両４が交
差点Ｘ２を通ることが高い確率で予測されるためである。
【００２８】
　次に、図６を参照して他車両が乗用車である場合について説明する。
　この場合、第１の判定手段３８は、（条件１）他車両４がナビゲーション手段３０によ
る経路案内中であるか、（条件２）他車両４の走行経路Ｒ１が自車両２の自車経路Ｒ０に
おいて接近しつつある交差点Ｘ２を経由するかという２つの条件が成立するか否かに基づ
いて重み付け点数を算出する。
　本例では、（条件１）の成立、不成立は、他車走行情報、関連情報によって決定される
。
　（条件２）の成立、不成立は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他
車道路情報とによって決定される。
　条件１、２が共に成立ならば重み付け点数を３点とする。これは、他車両４がナビゲー
ション手段３０による経路案内中であることから、他車両４が走行経路Ｒ１を走行する確
率が高く、したがって、他車両４が交差点Ｘ２を通ることが高い確率で予測されるためで
ある。
　条件１が不成立で、条件２が成立ならば重み付け点数を２点とする。これは、他車両４
の走行経路Ｒ１が他車走行情報に基づいて推定されたものであることから、他車両４が走
行経路Ｒ１を走行する確率は条件１が成立する場合に比較して低く、したがって、他車両
４が交差点Ｘ２を通る確率も条件１が成立する場合に比較して低いと予測されるためであ
る。
　条件１，２が共に不成立、あるいは、条件１が成立し条件２が不成立ならば重み付け点
数を０点とする。これは、他車両４が交差点Ｘ２を通らないことが高い確率で予測される
ためである。
　すなわち、図６のように他車両が走行しようとしている予定経路を示す他車予定経路情
報が配信される場合は、第１の判定手段３８は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車
走行情報と、他車道路情報と、関連情報とに加え、他車予定経路情報に基づｔいて判定を
行う。
　なお、図６の例では、他車両が乗用車であるとしたが、ナビゲーション手段３０を備え
る車両であればよく、タクシーや配達車両なども含まれる。
　また、他車両にナビゲーション手段３０による案内がされていなくとも、例えば車種情
報によりタクシーで空車との情報を得られれば近くのタクシー乗り場に行く確立が高いと
して予測してもよいし、郵便車両との情報を得られれば近くのポストに行く確立が高いと
して予測すればよい。さらにコンビニエンスストアの配達車との情報を得られれば近くの
コンビニエンスストアに行く確立が高いとして予測してもよい。
【００２９】
　第２の判定手段４０は、第１の判定手段３８の判定結果に基づいて、他車両４を運転支
援対象車両として特定するか否かを判定する。
　運転支援対象車両として特定するとは、自車両２に対して衝突の可能性を判定すべき車
両として特定するということである。
　本実施の形態では、第２の判定手段４０は、第１の判定手段３８によって算出された重
み付け点数が、予め定められた閾値を上回ったことをもって他車両４を自車両２の運転支
援対象車両として特定する。
【００３０】
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　衝突可能性判定手段４２は、運転支援対象車両として特定された他車両４と自車両２と
の衝突発生の可能性を判定するものである。
　衝突可能性判定手段４２による衝突発生の可能性の判定は、自車走行情報、自車道路情
報、他車走行情報、他車道路情報、関連情報とに基づいてなされる。あるいは、他車予定
経路情報が配信される場合は、上記各情報に加えて他車予定経路情報に基づいてなされる
。
　本実施の形態では、第２の判定手段４０によって特定された他車両４に対して衝突可能
性判定手段４２が衝突発生の可能性を判定するため、言い換えると、第２の判定手段４０
によって特定された他車両以外の他車両が運転支援対象車両から除外されるため、計算処
理の負荷の軽減が図られる。
【００３１】
　情報提供手段４４は、衝突可能性判定手段４２の判定結果に基づいてドライバに対して
情報提供を行うものである。
　具体的に説明すると、情報提供手段４４は、衝突可能性判定手段４２により他車両４と
自車両２との衝突の可能性が有りと判定されると、表示部２０により衝突の可能性が有る
旨を警告する表示を行わせ、また、音声出力部２２により衝突の可能性が有る旨を警告す
る音声を出力させる。言い換えると、情報提供手段４４は、衝突可能性判定手段４２によ
り他車両４と自車両２との衝突の可能性が有りと判定されると、衝突を回避するための運
転操作を促す情報をドライバに提供する。
【００３２】
　次に図７のフローチャートを参照して運転支援装置１０の動作について説明する。
　運転支援装置１０が起動される以下の処理ステップが繰り返して実行される。
　ＥＣＵ２８は、ＧＰＳ受信部１６、走行状態検出部２６により自車走行情報および自車
道路情報を取得する（ステップＳ１０：自車情報取得手段３２）。
　ＥＣＵ２８は、車車間通信部１２を介して他車走行情報および他車道路情報を取得する
（ステップＳ１２：他車情報取得手段３４）。また、ＥＣＵ２８は、車車間通信部１２を
介して他車車種情報を取得する（ステップＳ１４：他車車種情報取得手段３５）。
この際、車車間通信部１２によって通信が可能な範囲内で通信可能な他車両との間で車車
間通信がなされる。
【００３３】
　次いで、ＥＣＵ２８は、各他車両に関する関連情報を取得する（ステップＳ１６：関連
情報取得手段３６）。
　本実施の形態では、関連情報の取得は、例えば、自車両のデータベース１８から、ある
いは、路車間通信を介してなされる。
【００３４】
　ＥＣＵ２８は、各他車両について、図３～図６で説明したように、接近可能性の重み付
け点数の算出を行う（ステップＳ１８：第１の判定手段３８）。
　次いで、ＥＣＵ２８は、各他車両について、重み付け点数が予め定められた閾値以上（
本実施の形態では閾値：４点）となったか否かを判定し、閾値以上となった他車両を運転
支援対象車両として特定し、閾値未満となった他車両を運転支援対象車両から除外する（
ステップＳ２０：第２の判定手段４０）。
【００３５】
　ＥＣＵ２８は、各運転支援対象車両について自車両との衝突発生の可能性を判定する（
ステップＳ２２：衝突可能性判定手段）。
　そして、ＥＣＵ２８は、衝突発生の可能性が有りと判定された運転支援対象車両につい
て、表示部２０、音声出力部２２を用いて警告の報知を行う（ステップＳ２４：情報提供
手段）。
【００３６】
　以上説明したように本実施の形態によれば、他車両の経路に影響を与える関連情報を取
得し、自車走行情報、自車道路情報、他車走行情報、他車道路情報、関連情報に基づいて
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対象車両として特定するか否かを判定するようにした。
　したがって、自車両に接近する可能性がない他車両を運転支援対象車両から除外するこ
とにより、要求される処理能力の低減を図ることができる。また、他車両の経路に影響を
与える関連情報を用いて判定を行うため、運転支援対象とする他車両を的確に特定するこ
とができる。
【００３７】
　また、本実施の形態では、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走行情報と、他車道
路情報と、関連情報とに基づいて算出した重み付け点数に基づいて他車両が自車両に接近
する可能性を判定するようにしたので、運転支援対象車両の判定をより的確に行うことが
できる。
【００３８】
　また、本実施の形態では、他車両が走行しようとしている予定経路を示す他車予定経路
情報が配信される場合は、第１の判定手段は、自車走行情報と、自車道路情報と、他車走
行情報と、他車道路情報と、関連情報とに加え、他車予定経路情報に基づいて判定を行う
ようにした。
　したがって、他車予定経路情報に基づいて運転支援対象車両の判定をより的確に行うこ
とができる。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、他車車種情報として、路線バス、電気自動車、大型車、乗用
車を例示したが、他車車種情報はこれらに限定されるものではない。
　例えば、ショッピングモールなどの商用施設に物品を搬入あるいは搬出する運搬トラッ
クであることを他車車種情報としてもよい。
　この場合は、関連情報取得手段３６が、他車車種情報に関連付けられた商用施設を関連
情報として取得できるようにすれば、運搬トラック（他車両）が商用施設に出入りする可
能性が高いことを前提として重み付け点数を設定すれば良い。
【符号の説明】
【００４０】
　１０……運転支援装置、１２……車車間通信部、１４……路車間通信部、１６……ＧＰ
Ｓ通信部、１８……データベース、２０……表示部、２２……音声出力部、２４……操作
部、２６……走行状態検出部、２８……ＥＣＵ、３０……ナビゲーション手段、３２……
自車情報取得手段、３４……他車情報取得手段、３５……他車車種情報取得手段、３６…
…関連情報取得手段、３８……第１の判定手段、４０……第２の判定手段、４２……衝突
可能性判定手段、４４……情報提供手段。
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